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『
関
西
法
律
学
校
規
則
』
を
復
刻
す
る

山　

野　

博　

史

は
じ
め
に

　

平
成
十
八
年
三
月
、
京
都
市
内
の
古
書
店
の
通
信
販
売
目
録
に

お
い
て
、『
関
西
法
律
学
校
規
則（

1
）』（

明
治
19
年
10
月
・
関
西
法
律

学
校
。
四
六
判
・
16
頁
。
定
価
等
の
記
載
な
し
）
の
入
手
に
成
功

し
、
関
西
大
学
創
立
百
二
十
周
年
当
日
、
同
年
十
一
月
四
日
、
学

校
法
人
関
西
大
学
に
寄
贈
し
た（

2
）。

　

い
き
な
り
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
な
が
ら
、
昭
和
五
十
一
年
四

月
、
関
西
大
学
法
学
部
に
専
任
講
師
と
し
て
着
任
し
た
際
、
こ
の

大
学
が
、
還
暦
を
迎
え
た
昭
和
二
十
一
年
生
れ
の
自
分
と
同
じ
丙
ひ
の
え

戌い
ぬ

歳
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
偶
然
と
は
い
え
、
奇
し
き
え
に
し

を
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
政
治
史
専
攻
の
学
徒
の
は

し
く
れ
と
し
て
も
、
関
西
大
学
の
足
跡
に
関
心
を
寄
せ
た
の
は
む

ろ
ん
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
ま
た
縁
あ
っ
て
、
現
に
関
西
大

学
年
史
編
纂
委
員
会
委
員
を
拝
命
し
、『
関
西
大
学
百
二
十
年
史
』

（
平
成
19
年
3
月
31
日
・
学
校
法
人 

関
西
大
学
）
の
編
集
作
業
に

従
事
し
つ
つ
あ
っ
た
折
し
も
、
関
西
大
学
最
古
の
公
式
刊
行
物
を

掘
り
起
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
僥
倖
と
よ
ぶ
ほ
か
な
い
。

　

手
中
に
収
め
た
の
ち
、
取
り
急
ぎ
、『
関
西
法
律
学
校
規
則
』

の
紹
介
記
事
を
以
下
の
学
内
逐
次
刊
行
物
に
執
筆
し
た
。

　

す
な
わ
ち
、「『
関
西
法
律
学
校
規
則
』
の
た
め
に
―
百
二
十

年
目
の
里
帰
り
―
」（「
關
大
」
第
五
三
四
号
8
頁
・
平
成
18
年
7
月

15
日
・
関
西
大
学
校
友
会
）、「
た
か
が
資
料
、
さ
れ
ど
資
料
―『
関

西
法
律
学
校
規
則
』
の
こ
と
―
」（「
秀
麗
」
第
四
号
1
面
・
平
成
18
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年
7
月
20
日
・
関
西
大

学
第
一
高
等
学
校
教
育

後
援
会 

文
化
広
報
委
員

会
）、「
発
掘
『
関
西
法

律
学
校
規
則
』」（「
関

西
大
学
通
信
」
第
三
三

七
号
9
面
・
平
成
18
年

7
月
21
日
・
関
西
大
学
広
報
委
員
会
）、「『
関
西
法
律
学
校
規
則
』

は
語
る
―
創
設
時
の
肉
声
を
た
ず
ね
て
―
」（「
葦
」
第
一
三
四
号

33
頁
・
平
成
18
年
9
月
7
日
・
関
西
大
学
教
育
後
援
会
）
で
あ
る（

3
）。

　

そ
れ
ぞ
れ
話
題
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
書
き
わ
け
た
つ
も
り
な

の
で
、
こ
れ
ら
四
篇
を
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
る
と
、『
関
西
法
律

学
校
規
則
』
の
特
質
と
意
義
が
概
観
願
え
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
の
詳
細
の
く
り
返
し
は
控
え
、
関
西
大
学

の
三
世
紀
に
ま
た
が
る
歴
史
に
興
味
を
抱
く
具
眼
の
士
を
念
頭
に

お
き
、
こ
の
小
冊
子
を
忠
実
に
復
刻
す
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
ま

ず
大
切
と
考
え
た
。

　
『
関
西
法
律
学
校
規
則
』
は
す
で
に
、
関
西
大
学
年
史
編
纂
委

員
会
の
編
集
に
な
る
前
掲
「
百
二
十
年
史（

4
）」

巻
末
（
四
〇
三
頁
〜

四
〇
七
頁
）
に
お
い
て
、
カ
ラ
ー
印
刷
に
よ
る
影
印
復
刻
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
大
方
の
眼
に
ふ
れ
や
す
い
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
、

従
来
の
通
史
と
の
関
連
で
、
補
訂
す
べ
き
点
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
必
要
最
小
限
の
注
記
と
ル
ビ
を
施
す
の
は
発
見
者
の
責

務
と
心
得
、
こ
こ
に
原
文
表
記
を
尊
重
し
つ
つ
、
明
ら
か
な
誤
植

は
正
し
、
定
本
を
作
製
す
べ
く
改
め
て
復
刻
を
試
み
、
参
考
に
供

す
る
こ
と
と
し
た
。
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一

關

西

法

律

學

校

規

則
（
5
）

　
　

關
西
法
律
學
校
設
立
ノ
主
旨（

6
）

吾
人
ハ
空
氣
ヲ
呼
吸
シ
テ
社
會
ニ

生
活
ス
ル
者
ナ
リ
而
シ
テ
吾
人
カ
生
活
ス
ル

所
ノ
社
會
ハ
法
律
規
約
ヲ
以
テ
成
立
ス
然
レ

吾
人
ノ
生
活
ニ

關
シ
空
氣
ノ
須し

ゅ

臾ゆ

モ
得
テ
離
ル
可
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
雖

必
ラ
ス
シ
モ
之

ヲ
分
析
シ
テ
其
原
素
ヲ
究
ム
ル
ヲ
要
セ
ス
法
律
ト
經
濟
ノ
事
ニ

至
リ
テ
ハ
否
ラ

ス
吾
人
國
民
ニ
シ
テ
其
國
法
ヲ
知
ラ
ス
其
原
理
ヲ
究
メ
サ
ル

ハ
則
チ
社
會
ノ

表
面
ニ

立
チ
人
ニ

接
シ
自
ラ
處
ス
ル

能
ハ
ス
故
ニ

法
律
及
經
濟
ノ
學
ハ
吾
人

日
常
須
臾
モ
離
ル
可
ラ
ス
シ
テ
取
モ
直
サ
ス
國
民
タ
ル
ノ
本
分
ヲ
盡
シ
社
會
ニ

生
活
ヲ
遂（

7
）　

ク
ル
所
以
ノ
道
ヲ
講
習
ス
ル
方
法
ニ

シ
テ
何
人
ト
雖

講
修
セ
サ
ル

可
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

方
今
奎
運
旺
盛
ニ

屬
シ
法
律
學
ハ
最
須
要
ノ
學
科
ナ
ル

ヲ
公
認
セ
ラ
レ
輓
近

東
京
府
下
ノ
如
キ
ハ
官
私
設
立
法
律
學
經
濟
學
ノ
校
舍
ニ

乏
シ
カ
ラ
ス
各
地
有
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二

志
ノ
輩
胥あ

い

率
テ
硏
究
塲
討
論
會
ヲ
企
ツ
ル
者
尠
ナ
カ
ラ
サ
ル
モ
各
地
素
ヨ
リ
其

專
修
ノ
師
友
ニ

乏
シ
ク
徒
ラ
ニ

各
自
獨
學
固
陋
ノ
見
解
ヲ
主
張
シ
漫
論
臆
說
底

止
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
ス
槪
ネ
筆
舌
健

快
者
ノ
壓
倒
ス
ル
所
ト
ナ
リ
漸
ク
其
論
局
ヲ

結
ヒ
餘
弊
或
ハ
立
法
ノ
眞
意
ニ

背は
い

戾れ
い

シ
履
行
ノ
方
針
ヲ
誤
マ
ル
ノ
憾
ナ
キ

ヲ

保
セ
ス
是
各
地
專
修
ノ
學
者
先
逹
者
ヲ
得
ル
能
ハ
ス
隨（

8
）　

テ
專
門
講
修
ノ
校
舍
無

キ
ノ
致
ス
所
ニ
シ
テ
我
大
坂
府
ノ
如
キ
未
タ
嘗
テ
一
大
專
修
學
校
設
立
ノ
企
圖

ア
ル
ヲ
聞
カ
ス
罕ま

レ
ニ

代
言
代
書
ヲ
業
ト
ス
ル
專
業
家
數
輩
ノ
家
塾
ア
ル
ヲ
見

ル
ノ
ミ
嗟
呼
何
ソ
府
下
人
士
ノ
人
生
重
要
ナ
ル
學
事
ヲ
輕
視
ス
ル
ノ
甚
シ
キ
ヤ

抑（
9
）　

我
大
坂
ハ
全
國
ノ
首
府
東
京
ニ

亞
ク
一
大
都
府（

10
）　

ニ

位
シ
廣
ク
海
外
諸
國
ニ

比

例
ス
ル
モ
我
東
京
ト
大
坂
ト
猶
ホ
佛
國
巴
利
ノ
里リ

ヨ

ン昂
ニ

於
ル
カ
如
ク
商
事
工
業

諸

引
ノ
關
係
繁
多
ナ
ラ
ス
ト
謂
フ
可
カ
ラ
ス
日
常
衣
⻝
生
計
ノ
度
モ
低
シ
ト

謂
フ
可
カ
ラ
ス
內
外
交
渉
ノ
事
件
貴
賓
官
吏
紳
士
貴
女
學
者
工
藝
家
ノ
往
來
交
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三

通
モ
亦
頻
繁
ナ
ラ
ス
ト
謂
フ
ヘ
カ
ラ
ス
然
リ
而
シ
テ
人
生
重
要
ノ
法
律
經
濟
學

等
ノ
一
大
專
修
學
校
ヲ
設
立
セ
サ
ル
ハ
何
ソ
ヤ
蓋
シ
我
府
下
ノ
人
士
ハ
法
律
ノ

思
想
ヲ
有
セ
サ
ル
歟
經
濟
ノ
知
識（

11
）　

ニ

乏
シ
キ
歟

學
藝
術
ノ
才
能
ニ

劣
レ
ル
歟

夫
レ
然
リ
豈
其
レ
然
ラ
ン
ヤ

我
大
坂（

12
）　

ハ
夙
ニ

學
ニ

優
ナ
ル
ノ
地
ニ

シ
テ
古
來
碩
學
能
者
ヲ
出
ス
一
ニ

シ
テ

足
ラ
ス
就
中

政
天
保
年
間
ニ

ハ
大
儒
中
井
履
軒
竹
山
大

中
齋
ノ
如
キ
降
テ

篠
崎
小
竹
等
其
他
有
名
ノ

人
學
士
彬ひ

ん

々ぴ
ん

輩
出
不
可
勝
數
唯
タ
惜
ム
ラ
ク
ハ
當

時
未
タ
歐
米

明
ノ
原
素
ヲ
輸
入
セ
サ
リ
シ
空
想
時
代
ノ
閑

字（
13
）　

タ
リ
シ
ヲ
以

テ
成
學
ノ
輩
自
ラ
之
ヲ
實
地
實
用
ニ

施
ス
コ
ト
能
ハ
サ
リ
シ
ノ
ミ

然
ラ
ハ
則
チ
我
大
坂（

14
）　

ハ

學
有
素
ノ
地
ニ

シ
テ
自
今
先
輩
先
覺
者
タ
ル
モ
ノ
ハ

務
メ
テ
後
進
敎
養
ノ
方
一
ニ

其
方
嚮
ヲ
實
學
實
踐
ノ
學
科
ニ

指
導
ス
ル
ノ
勞
ヲ

ル
ヘ
キ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
其
勞
タ
ル
亦
易
々
ナ
ラ
ス
ヤ
然
ル
ニ

明
治
維
新
業
已
ニ
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四

十
九
年
ヲ
經
過
ス
ル
今
日
ニ

至
リ
僅
々

漢
學
普
通
中
學
校
舍
ノ
設
立
ニ

止
マ

ル
モ
ノ
ハ
他
ナ
シ
我
府
人
士
ノ
法
律
志
想（

15
）　

ヲ
有
セ
サ
ル
ニ

ア
ラ
ス
經
濟
ノ
知
識

ト

學
藝
術
ノ
材
能
ニ

乏
シ
キ
カ
爲
メ
ニ

ア
ラ
ス
シ
テ
全
ク（

16
）　

專
門
敎
師
ニ

乏
シ

キ
ニ

職
由
シ
先
輩
先
覺
者
ノ
指
導
誘
掖
ノ
足
ラ
サ
リ
シ
ニ

坐
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ

サ
ル
ヲ
得
ス
顧
フ
ニ

今
ニ

シ
テ
設
立
セ
ス
ン
ハ
往
々
其
學
ヲ
專
修
セ
ン
ト
欲
ス

ル
者
ア
ル
モ
遠
ク
東
遊（

17
）　

ス
ル
ノ
學
資
ヲ
得
ル
能
ハ
ス
シ
テ
止
ム
者
ア
ル
ノ
ミ
ナ

ラ
ス
適
マ
其
資
金
ニ

不
足
ナ
キ
者
ト
雖

母
堂
ニ

在
リ
遠
遊（

18
）　

ス
ル
能
ハ
サ
ル

等
ノ
事
情
ニ

妨
ケ
ラ
レ
亦
其
素
志
ヲ
果
ス
ノ
途
ナ
キ
ニ

窮
ス
ル
者
尠
ナ
カ
ラ
サ

ル
ヘ
シ
余
等

こ
こ

ニ

慨
ス
ル
所
ア
リ
首
ト
シ
テ
學
資
ヲ
節
シ
遠
遊（

19
）　

ヲ
須も
ち

ヒ
ス
坐い
な

カ

ラ
人
生
須
要
ノ
學
修
ヲ
成
ス
ノ
便
宜
ヲ
得
セ
シ
メ
ン

ヲ
企
圖
シ
現
ニ

當
府
控

訴
院
及
始
審
裁
判
所
ニ

在
勤
セ
ラ
レ
居
ル
撿
事
從
六
位
堀
田
正
忠
君
評
定
官
從

六
位
法
律
學
士
井
上
操
君
撿
事
法
律
學
士
從
六
位
小
倉
久
君
判
事
法
律
學
士
鶴
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五

見
守
義
君
仝
志
方
鍛
君
撿
事
法
律
學
士
從
七
位
手
塚
太
郎
君
等
ニ

就
キ
先
ツ
府

下
ニ

於
テ
一
大
專
修
學
校
ヲ
設
立
セ
ン

ヲ
謀
リ
深
ク
學
士
諸
君
ノ
賛
成
ヲ
得

タ
ル
ヲ
以
テ
乃
チ
諸
君
ヲ
招
聘
シ
以
テ
汎
ク
內
外
ノ
法
律
及
經
濟
學
等
ノ
敎
授

ヲ
乞
ヒ
延
テ
關
西
地
方
ニ

及
ホ
シ
別
ニ

各
地
ニ

支
校
ヲ
置
キ
將
サ
ニ

大
ヒ
ニ

法

律
及
經
濟
學
ヲ
修
ム
ル
ノ
便
ヲ
開
カ
ン
ト
ス
有
志
ノ
士
斯
意
ヲ
諒
シ
本
校
ノ
設

立
ヲ
賛
成
セ
ラ
レ
併
セ
テ
來
學
ア
ラ
ン

ヲ
望
ム
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六

關
西
法
律
學
校
規
則

　
　
　

第
一
欵
　

敎
授

第
一
條
　

本
校
ハ
入
塾
生
通
學
生
ヲ
問
ハ
ス
一
定
ノ
學
科
ヲ
專
修
セ
シ
ム
但
シ

校
員
硏
究
ノ
爲
メ
別
科
ヲ
設
ク
其
規
則
ハ
特
ニ

之
ヲ
定
ム

第
二
條
　

本
校
ノ
講
議
ハ
都す
べ

テ
邦
語
ヲ
以
テ
敎
授
ス

第
三
條
　

修
學
期
ヲ
三
年（

20
）　

ト
シ
一
年
ヲ
分
ツ
テ
二
期
ト
ス
但
シ
第
一
期
ハ
九
月

十
一
日
乃
至
二
月
十
日
第
二
期
ハ
二
月
十
一
日
乃
至
七
月
十
日

第
四
條
　

授
業
時
間
ハ
時
宜
ニ

應
シ
テ
之
ヲ
定
ム
但
シ
其
都
度
敎
塲
ニ

掲
示
ス

ヘ
シ

第
五
條
　

卒
業
證
書
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
定
期
ノ
試
驗
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
六
條
　

卒
業
證
書
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
敎
員
其
他
本
校
ノ
役
員
ニ

選
拔
セ
ラ
ル
ヽ

コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
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七

第
七
條
　

每
期
小
試
驗
每
年
大
試
驗
ヲ
行
ヒ
合
格
者
ヲ
定
ム
及
第
セ
サ
ル
者
ハ

原
級
ニ

留
ム

第
八
條
　

試
驗
採
点
法
一
問
題
十
点
ト
シ
滿
点
ノ
五
分
ノ
三
以
上
ヲ
得
サ
ル
者

ハ
進
級
ス
ル
ヲ
得
ス

第
九
條
　

每
年
二
月
七
月
ノ
兩
度
ニ

本
人
ノ
行
狀
及
學
業
ノ
成
跡
ヲ
保
證
人
ニ

通
知
ス（

21
）

第
十
條
　

敎
授
科
目
ハ
左
ノ
如
シ

　
　

初
年
科

　
　
　

法
律
大
意

　
　

日
本
刑
法

　
　

日
本
治
罪
法

　
　

佛
朗
西
民
法
　

人
事
　

財
產
　

契
約
　

准
契
約
　

犯
罪
　

准
犯
罪
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八

　
　
　

經
濟
學

　
　

二
年
科

　
　
　

佛
 

朗
西
民
法
　

相
續
　

證
據
　

婚
姻
契
約
　

賣
買
　

交
換
　

賃
貸
　

會
社

貸
借

　
　
　

佛
朗
西
訴
訟
法

　
　
　

佛
朗
西
商
法

　
　
　

理
財
學

　
　

三
年
科

　
　
　

佛

 

朗
西
民
法
　

付
托
　

任
運
契
約
　

代
理
　

保
證
　

私
和
　

質
入
　

特
權

書
入
　

時
効
附

占
有

　
　
　

佛
朗
西
行
政
法

　
　
　

各
國
憲
法
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九

　
　

國
際
法

　
　

羅
馬
法
律

　
　

哲
學

　
　
　

第
二
欵
　

入
校
及
退
校

第
十
一
條
　

每
年
一
月
及
九
月
ヲ
以
テ
入
校
試
驗
ヲ
行
フ
但
シ
臨
時
入
校
ヲ
請

フ
者
ハ
之
ヲ
許
ス
ト
雖

入
校
試
驗
ヲ
經
サ
レ
ハ
學
級
ヲ
與
ヘ
ス

第
十
二
條
　

年
齡
滿
十
七
年
以
上（

22
）　

ノ
者
ニ

ア
ラ
サ
レ
ハ
入
校
ヲ
許
サ
ス
但
シ
公

私
ノ
中
學
ヲ
卒
業
セ
シ
者
ハ
此
限
ニ

ア
ラ
ス

第
十
三
條
　

入
校
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
幹
事
局
ヘ
申
出
テ
其
許
可
ヲ
得
テ
左
ノ

保
證
書
ヲ
出
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　

保
　

證
　

書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
縣府　
何
郡區　
何
村町　
何
番
地



『関西法律学校規則』を復刻する　12

十

　

　
　
　

保
證
人
消
印

 

現
住
宿
所

町
名
番
地　
戶
主
又
ハ
子
弟
　
　
　
　

 

身
分
　
　
　

誰
某
　
　
　
　

一
錢

印

紙

 

年
號
月
日
生
　
　

右
之
者
儀
此
度
貴
校
ヘ
入
校
相
願
候
上
ハ
校
則
相
守
ラ
セ
候
ハ
勿
論
本
人
ノ
身

上
ニ

關
ス
ル
一
切
ノ
事
件
ハ
何
事
ヲ
問
ハ
ス
拙
者
ニ

於
テ
引
受
可
申
且
ツ
貴
校

ヘ
納
ム
ヘ
キ
金
額
ハ
一
日
タ
リ
ト
モ
延
滯
致
候
節
ハ
直
ニ

辨
償
可
仕
候
仍よ

つ

テ
保

證
書
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
阪
府
何
區
何
町
何
番
地

　

年
號
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
證
人
　
　

何
ノ
誰
印

　
　
　
　
　
　
　

關
西
法
律
學
校
御
中

第
十
四
條
　

保
證
人
ハ
大
阪
四
區
若
ク
ハ
其
接
近
市
街
ニ

住
居
シ
身
元
慥た

し

カ
ナ
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十
一

ル
者
ニ
限
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
五
條
　

本
校
ニ

於
テ
保
證
人

調
ノ
際
不
相
當
ト
認
ム
ル

ハ
改
選
セ
シ

ム
可
シ
若
シ
改
選
セ
サ
ル

ハ
本
人
ノ
昇
校
ヲ
停
止
ス

第
十
六
條
　

退
校
セ
ン
ト
欲
ス
ル

ハ
其
旨
ヲ
幹
事
局
ヘ
申
出
ツ
ヘ
シ
幹
事
ハ

退
校
ノ
證
ト
シ
テ
保
證
人
ニ

保
證
書
ヲ
返
却
ス

第
十
七
條
　

無
屆
ニ

テ
二
月
以
上
缼

席
シ
タ
ル
者
又
ハ
屆
出
ツ
ル
ト
雖
モ
六
月

以
上
引
續
キ
缼

席
シ
タ
ル
者
ハ
退
校
ト
見
做
シ
保
證
書
ヲ
返
却
ス
ヘ
シ
但
シ

一
旦
退
校
シ
再
ヒ
入
校
ヲ
請
フ
時
ハ
新
入
生
徒
ト
同
樣
ノ
手
續
ヲ
爲
ス
ヘ
シ

　
　
　

第
三
欵
　

學
費

第
十
八
條
　

入
校
ス
ル
者
ハ
束
脩（

23
）　

ト
シ
テ
金
壹
圓
ヲ
前
納
ス
ヘ
シ

第
十
九
條
　

本
校
生
徒
タ
ル
者
ハ
左
ノ
學
費
ヲ
前
納
ス
ヘ
シ

　
　

月
謝
金
五
拾
錢
　

校
費
金
貳
拾
錢
　

塾
費
金
貳
拾
五
錢
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十
二

第
二
十
條
　

月
俸（

24
）　

ハ
當
分
金
壹
圓
八
拾
錢
ト
ス
但
シ
時
價
ニ

仍
リ
增
减

ア
ル
ヘ

シ
第
二
十
一
條
　

入
校
退
校
ヲ
爲
ス
者
ハ
聽
講
日
數
ノ
多
少
ニ

係
ハ
ラ
ス
其
月
ノ

學
費
全
額
ヲ
納
ム
可
シ
但
シ
月
俸
ハ
屆
出
テ
ノ
上
二
日
以
上
缺
食
ス
ル
者
ハ

日
割
ヲ
以
テ
計
算
ス
ヘ
シ

第
二
十
二
條
　

缺
席
日
數
一
月
ニ

滿
タ
サ
ル
者
ハ
屆
出
テ
ノ
有
無
ヲ
問
ハ
ス
前

條
ノ
例
ニ

依
ル

第
二
十
三
條
　

缺
席
日
數
一
月
餘
ニ

亘
ル
モ
豫
メ
其
旨
申
出
テ
サ
ル
者
ハ
猶
ホ

學
費
ノ
全
額
ヲ
納
ム
可
シ

第
二
十
四
條
　

學
費
月
俸
ハ
毎
月
五
日
迄
ニ

納
完
ス
ヘ
シ
若
シ
納
完
セ
サ
ル
者

ハ
一
時
昇
校
ヲ
停
止
ス
但
シ
入
塾
生
ハ
退
塾
セ
シ
メ
タ
ル
上
昇
校
ヲ
停
止
ス

　
　
　

第
四
欵
　

雜
則
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十
三

第
二
十
五
條
　

本
校
ノ
休
日
ハ
左
ノ
如
シ

　

日
曜
日
　

大
祭
日
　

本
校
創
業
日
　

七
月
十
一
日
乃
至
九
月
十
日

　

十
二
月
廿
六
日
乃
至
一
月
十
日

　
　

但
シ
臨
時
休
業
ハ
其
都
度
敎
塲
ニ

掲
示
ス

第
二
十
六
條
　

本
人
及
保
證
人
轉
居
ス
ル

ハ
新
舊
居
住
ノ
町
名
番
地
ヲ
明
記

シ
幹
事
局
ヘ
屆
出
ツ
ヘ
シ

第
二
十
七
條
　

保
證
人
當
地
ヲ
去
リ
他
ニ

轉
居
ス
ル

ハ
別
ニ

保
證
人
ヲ
立
テ

保
證
書
ヲ
引
換
フ
ヘ
シ

第
二
十
八
條
　

塾
則
ハ
別
ニ

設
ク
入
塾
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
幹
事
局
ニ

就
キ
熟

ノ
上
願
出
ツ
ヘ
シ

第
二
十
九
條
　

本
校
ハ
汎
ク
賛
成
者
ヲ
募
リ
維
持
方
ヲ
固
フ
ス
其
義
捐
金
ノ
增

加
ス
ル
ニ

循
ヒ
規
摸
ヲ
擴
張
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
賛
成
者
ノ
待
遇
ハ
特
ニ

之
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十
四

ヲ
定
ム

第
三
十
條
　

此
規
則
ハ
實
際
施
行
ノ
上
差
支
ア
ル
時
ハ
之
ヲ
改
正
ス

　
　
　

關
西
法
律
學
校
々
員
規
則

第
一
條
　

本
校
ハ
校
員
ヲ
設
ケ
基
礎
ヲ
確
固
ナ
ラ
シ
ム（

25
）　

第
二
條
　

學
位
ヲ
有
シ
又
ハ
高
等
ノ
官
職
ヲ
帶
ヒ
又
ハ
世
上
ニ

名
望
ア
ル
士
ニ

シ
テ
特
ニ

本
校
ノ
設
立
ヲ
賛
成
義
捐
ア
ル
者
ヲ
名
譽
校
員
ト
ス
其
待
遇
ノ
方

法
ハ
別
ニ

之
ヲ
定
ム

第
三
條
　

校
員
ハ
每（

26
）　

日
ニ

法
學
ヲ
硏
究
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
土
曜
日
ハ
休
業
ト
ス

第
四
條
　

本
校
講
師
ハ
每
日
邦
語
ヲ
以
テ
法
學
ヲ
講
議
ス
其
時
間
ハ
別
ニ

之
ヲ

定
ム

第
五
條
　

校
員
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
現
時
諸
官か

ん

衙が

ニ

奉
職
シ
判
任
官
以
上
ノ
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十
五

人
ニ

シ
テ
本
校
ノ
設
立
ヲ
賛
成
シ
加
入
ノ
際
若
干
金
ノ
助
成
ア
ル
人
ニ

限
ル

モ
ノ
ト
ス

第
六
條
　

加
入
者
ハ
住
所
姓
名
ヲ
詳
記
シ
校
員
一
名
ノ
紹
介
ヲ
以
テ
其
旨
ヲ
申

込
ム
可
シ

第
七
條
　

校
員
ハ
每
月
五
日
限
リ
金
壹
圓
前
納
ス
ヘ
シ
但
シ
該
金
ハ
主
ト
シ
テ

積
立
金
ト
シ
本
校
擴
張
費
ニ

供
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
條
　

修
業
科
目
ハ
當
分
左
ノ
如
シ

　
　

日
本
刑
法

　
　

佛
朗
西
法
律
　

契
約
　

財
產
　

賣
買
　

證
據

第
九
條
　

本
校
ノ
規
則
ニ

シ
テ
前
條
々
ニ

抵
觸
セ
サ
ル
者
ハ
校
員
ニ

モ
亦
之
ヲ

適
用
ス
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十
六

　
　
　
　

講
師
　

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
先
生
門
人　
　

從
六
位
　

堀
田
正
忠
君

　
　
　
　

仝
　
　

法
律
學
士
　
　
　
　
　
　
　

從
六
位
　

小
倉
　

久
君

　
　
　
　

仝
　
　

法
律
學
士
　
　
　
　
　
　
　

從
六
位
　

井
上
　

操
君

　
　
　
　

仝
　
　

法
律
學
士
　
　
　
　
　
　
　

從
七
位
　

手
塚
太
郎
君

　
　
　
　

仝
　
　

法
律
學
士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
見
守
義
君

　
　
　
　

仝
　
　

法
律
學
士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

志
方
　

鍛
君

　
　
　
　

名
譽
校
員
　
　

大
阪
控
訴
院
長
　
　

正
五
位
　

兒
島
惟
謙
君

　
　
　
　

仝
　
　
　
　
　

大
阪
始
審
裁
判
所
長
　

正
六
位
　

大
島
貞
敏
君

　
　
　
　

仝
　
　
　
　
　

舊
判
事
　
　
　
　
　

從
五
位
　

土
居
通
夫
君
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明
治
十
九
年
十
月

 

校　
　

長
　

小
　

倉
　

　

　

久

　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
員

 
 

學　
　

監
　

鶴
　

見
　

守
　

義

 

校　
　

主
　

吉
　

田
　

一
　

士

 

幹　
　

事
　

野
　

村
　

祐
　

亮

 

會
計

扱
　

第
十
七
國
立
銀
行
支
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
阪
東
區
本
町
四
丁
目
五
十
九
番
地

　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　

關
西
法
律
學
校

出
版
書
藉　
發
兌
所　

岡

 

島

 
 

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
阪
京
町
堀
上
通
三
丁
目
三
十
六
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

關

西

法

律

學

校
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注（
1
）　

こ
の
種
の
資
料
で
こ
れ
ま
で
に
確
認
済
で
あ
っ
た
最
初
期
の

も
の
は
、「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
」
号
外
、
村
松
岩
吉
編
『
関

西
法
律
学
校
講
義
録
売う
り
さ
ば
き捌

改
正
規
則
』（
明
治
23
年
6
月
7

日
・
宝
文
館
）で
あ
る
。
関
西
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
編『
関

西
大
学
百
年
史　

資
料
編
』（
平
成
8
年
3
月
31
日
・
学
校
法
人 

関

西
大
学
。
非
売
品
）
所
収
。
関
西
大
学
年
史
編
纂
室
蔵
書
は
現

物
で
は
な
く
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
の
複
写
資
料
と
推
定

さ
れ
る
。

　
　
　

国
立
国
会
図
書
館
に
教
示
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な

回
答
を
得
た
。
こ
の
書
物
は
、
同
館
が
「
東
京
図
書
館
」
と
称

さ
れ
た
時
代
の
受
入
れ
資
料
で
、
そ
の
日
付
は
明
治
23
年
6
月

26
日
。
原
資
料
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
と
も
所
蔵
さ
れ
て
い

る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
に
あ
る
な
ら
ば
、

同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（U

RL
:http://w

w
w
.ndl.go.jp/

）
↓
電

子
図
書
館
の
蔵
書
↓
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
、
本
文

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）　

関
西
大
学
図
書
館
貴
重
書
庫
収
蔵
。

（
3
）　

関
連
紹
介
記
事
と
し
て
、
以
下
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
「
入
学
金
1
円
月
謝
50
銭
試
験
は
年
に
計
3
回
―
関
大
草
創

期
の
規
則
発
見
」（「
読
売
新
聞
」
大
阪
版
平
成
18
年
6
月
7
日

付
朝
刊
33
面
「
大
学
発
06
」
欄
。
文
中
、
現
物
入
手
が
同
年
5

月
と
あ
る
の
は
3
月
の
誤
り
）。

　
　
　

関
西
大
学
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
関
西
大
学 

120
年
の
あ
ゆ

み
』（
平
成
18
年
11
月
4
日
・
学
校
法
人 

関
西
大
学
）
15
頁
。

　
　
　
「
だ
い
が
く
の
た
か
ら
…
関
西
大
学
・『
関
西
法
律
学
校
規

則
』」（「
大
学
時
報
」
三
一
一
号
・
平
成
18
年
11
月
20
日
・
日

本
私
立
大
学
連
盟
。
表
紙
裏
に
「
規
則
」
の
表
紙
と
奥
付
の
写

真
掲
載
。
巻
頭
に
無
署
名
紹
介
文
）。

　
　
　
「
創
立
時
の
『
関
西
法
律
学
校
規
則
』―
山
野
博
史
・
法
学
部

教
授
が
発
掘
・
寄
贈
」（「R

eed

」
9
号
12
頁
・
平
成
18
年
11

月
30
日
・
関
西
大
学
総
合
企
画
室
広
報
課
）。

（
4
）　

同
書
、
歴
史
編
第
一
章
第
一
節
「
関
西
法
律
学
校
の
開
校
」

（
4
頁
〜
6
頁
）
も
参
照
。

（
5
）　

表
紙
左
下
方
に
「
關
西
法
律
學
校
之
印
」
と
朱
印
（
タ
テ
ヨ

コ
各
3.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
）
が
押
し
て
あ
る
。

　
　
　

こ
の
「
規
則
」
の
出
現
に
よ
っ
て
、『
関
西
大
学
創
立
五
十
年

史
』（
昭
和
11
年
5
月
1
日
・
関
西
大
学
）
以
来
の
先
学
の
研

究
に
も
と
づ
く
、
関
西
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
関
西
大

学
百
年
史　

通
史
編　

上
巻
』（
昭
和
61
年
11
月
4
日
・
学
校
法
人　
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関
西
大
学
。
非
売
品
）
第
一
章
「
関
西
法
律
学
校
の
創
業
」
に

お
け
る
推
定
叙
述
の
内
容
の
い
く
つ
か
に
改
訂
の
必
要
が
生
じ

る
の
は
や
む
を
え
な
い
。
読
者
諸
賢
の
照
し
合
せ
を
乞
う
。

（
6
）　

冒
頭
の
「
関
西
法
律
学
校
設
立
ノ
主
旨
」
は
、「
大
阪
日
報
」

（
明
治
19
年
10
月
13
日
付
。「
大
阪
毎
日
新
聞
」
の
前
身
）
に
掲

載
さ
れ
た
記
事
が
初
出
扱
い
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
「
規
則
」

の
本
文
を
転
載
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
原
本
の
誤

植
踏
襲
が
そ
の
一
例
証
と
な
る
。
前
掲
「
百
年
史　

通
史
編　

上
巻
」（
5
頁
〜
6
頁
、
13
頁
〜
17
頁
）、
同
「
百
年
史　

資
料

編
」（
3
頁
〜
4
頁
）
参
照
。

（
7
）　

原
文
の
「

」
を
訂
正
。

（
8
）　

原
文
の
「

」
を
訂
正
。

（
9
）　

右
の
「
百
年
史
」
二
冊
で
は
、「
抑
々
」。

（
10
）　

同
前
で
は
、「
一
大
都
会
」。

（
11
）　

同
前
で
は
、「
智
識
」。

（
12
）　

原
文
の
「
大
阪
」
を
訂
正
。

（
13
）　

原
文
の
「
間
文
字
」
を
訂
正
。

（
14
）　
（
12
）
に
同
じ
。

（
15
）　

原
文
の
「
志
想
」
を
訂
正
。

（
16
）　

前
掲
二
冊
で
は
、「
全
た
く
」。

（
17
）　

前
掲
二
冊
で
は
、「
游
」。

（
18
）　

同
前
。

（
19
）　

同
前
。

（
20
）　

三
年
間
の
夜
学
。

（
21
）　

前
掲「
改
正
規
則
」以
降
、こ
の
箇
条
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

な
に
ゆ
え
の
変
更
か
。

（
22
）　

満
十
七
歳
以
上
と
う
た
う
も
の
の
、
実
際
に
は
、
十
七
、
八

か
ら
三
十
す
ぎ
ま
で
、
年
齢
は
ま
ち
ま
ち
。

（
23
）　

原
文
の
「
束
修
」
を
訂
正
。
入
学
金
の
こ
と
。

　
　
　

週
刊
朝
日
編
『
値
段
史
年
表 

明
治
・
大
正
・
昭
和
』（
昭
和

63
年
6
月
30
日
・
朝
日
新
聞
社
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
19
年
の
東

京
大
学
の
授
業
料
、
年
25
円
。
明
治
19
年
の
小
学
校
教
員
の
初

任
給
（
諸
手
当
を
含
ま
な
い
基
本
給
）、
月
5
円
。

　
　
　

前
掲
「
創
立
五
十
年
史
」
が
掲
げ
る
記
録
で
は
、
開
校
時
の

入
学
志
願
者
四
〇
〇
名
、
受
験
者
約
三
〇
〇
名
、
合
格
者
一
五

〇
名
、
別
途
履
歴
書
選
考
に
よ
る
合
格
者
約
八
〇
名
、
入
学
者

合
計
約
二
三
〇
名
で
あ
っ
た
。

（
24
）　

塾
費
の
「
月
俸
」（
賄
付
の
寮
費
に
相
当
す
る
か
と
）
に
関

す
る
こ
の
箇
条
も
前
掲
「
改
正
規
則
」
で
削
除
。
塾
制
の
廃
止

は
、
初
代
校
長
小
倉
久
が
明
治
20
年
代
に
入
り
、
天
神
橋
一
丁
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目
の
私
邸
を
友
愛
館
と
命
名
し
、
寄
宿
舎
と
し
て
提
供
し
た
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
週
刊
朝
日
編
の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
明
治
20
年

の
白
米
の
東
京
に
お
け
る
標
準
価
格
10
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
り
の
小

売
価
格
、
46
銭
。
岩
崎
爾
郎
著
『
物
価
の
世
相
100
年
』（
昭
和

57
年
7
月
15
日
・
読
売
新
聞
社
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
18
年
の
個

人
消
費
支
出
1
人
当
り
、
月
7
円
42
銭
。

（
25
）　

以
下
、
本
文
と
同
一
用
紙
（
タ
テ
4.7
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
ヨ

コ
5
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
上
か
ら
貼
付
し
て
、「
但
シ
土
曜
日

ハ
休
業
ト
ス
」
の
十
字
分
を
伏
せ
て
い
る
。

（
26
）　
「
隔
」
を
「
毎
」
に
訂
正
し
て
い
る
（
タ
テ
5
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、

ヨ
コ
4
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
本
文
と
同
一
用
紙
貼
付
）。

 

（
や
ま
の　

ひ
ろ
し　

関
西
大
学
法
学
部
教
授
）


